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上島町議会だより　57号 2

令和元年８月６日　上島町弓削総合庁舎　議場にて全員出席で開催

この条例の目的として、フェスパの温浴施設の維
持管理を切り離し、その部分をスポレクに業務委託

をするという事であるが、結局は努力しない会社に対し
て都合よくお金を回すだけの条例改正案となっている。
この条例案を通すと、次は食堂、次は宿泊棟、次は娯楽
施設となり、結果、町が莫大な維持管理費をいきなスポ
レクに支払いながら運営することになる。管理する側が
運営している限り、指導も監督も難しいのではないか。

本施設名称が宿泊施設として認知されにくいことから「愛称　ホテル　フェスパ」を追加す
る。

第３条の見出しを「指定管理者の指定」から「指定管理者による管理」に改め、条文中「行
わせる」を「行わせることができる」に改める。第４条第１項第１号及び第２号の文書の次に（た
だし、町長が指定した施設は除く）を加える。これらは、今後、本施設の管理において一部施
設を指定管理施設から除外する場合が生じた時に対応できるようにする。

第５条第１項の指定管理者の管理の期間について、条文中「３年間」を「５年間」に改める。
第９条第２項中、“別表に定める範囲内”の次に「の額」を追加し、条文末尾から「これを

変更しようとするときも、同様とする」を加える。
第14条及び第15条の文中“体験滞在交流施設”を“フェスパ”に改める。

今回の条例改正案については、
「本会議に諮る必要はない」と思

っている。一旦取り下げて消費税分だ
けの修正案で出すべきでは。

特に「ホテル」と入れ
なくても、フェスパでい

いのではと思うが。

今のやり方は、全部丸投げの委託方式であり、
そういう管理の仕方だと町としての管理、関与

の仕方、これが充分できない、そういうシステムに
なっている。

お客様と電話で応対時、前置きが長過ぎてお客がイラ
イラしているのが分かるそうで、「はい、ホテル　フェ

スパです」と言った方が印象は良い。だから、変えてほしい
という、従業員からの要望。

 風呂を切り離して、そのま
まスポレクの方に丸投げする

考えではない。
経営改善案として外部のシビア

な意見を取り入れて、改革に活か
したいと思っている。早急に意見
を取りまとめ、諸々のプランを組
み立て直して対応する。

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

Ａ

【協議事項の主なもの】

令和元年　第３回全員協議会

「インランド・シー・リゾート　フェスパ条例の一部を改正する条例」



上島町議会だより　57号3

改正の条例案の中に、家賃の話が出ているが、使用料の設置は、運営計画を立てた人も実
は非常に厳しいハードルであると認識していた。ただ、「それがないと、経営そのものに緊

張感がなくなるということで、敢えて入れました」と、「その事は前任の町長も承知しておりま
す」という話を聞いている。実際運営して、当初100万円の使用料が負担になり、よく頑張った
と思うが、途中で50万円に変えた。「前が出来ていたのに、今、出来ないのはなぜか」という議
論ではダメである。前の運営者も大変苦労していた。応援してくれる方々のバックアップもあっ
て、成り立っていた８年間だと思っている。

ホテルとしての機能を優先する形にシフトして行くべ
き、はっきり言って「現在の施設は金儲けにならない施設
だ」と認識して、方向性をきちんと示すべき。

前任者からフェスパの
宿泊者リストは返却され

たのか。

フェスパに今後手をかけ、存続するのか、または、
閉館するのか。その方向性を明言した上で議論する

べき。芸予汽船には高いとき、年間6,500万円、安くて
も年間3,300万。スポレクには、約3,000万、多いときは
4,000万近く、大体平均すると3,000万。潮湯には約4,000
万から4,500万、町民の福祉向上ために、生活の利便性
のために船を運航して、税金を出している。その様な観
点から、11億5,000万で造ったフェスパだが、造った人
の責任を言いたいが、それを言っても仕方ない。欠陥が
あり、不備があり、使い勝手が悪い。そういう状況にあ
って、みんなが一生懸命やっている。

地震も来てないのに天
井が落ちたり、壁が落ち

たり、漏電したりしている。
事故があった場合には町の責
任になる。営業する限り人命
を第一に、町が責任を持っ
て、幾ら予算がかかっても直
すべき。

消防基準適合表示マーク、これは申請をし
ていないという答弁であったが、進捗状況は。

フェスパを永続的に安定経
営させたいと思っている。建

設の投資額の多寡いかんにかかわ
らず、ゆげロッジの時代からの町
民の財産として位置づけ、どこを
直せば継続的にやっていけるか、
最優先に取り組んでいく。

早急に総点検をして、それに基づき、計画的に補修等を
やっていく。事故があってからでは、もう二度と再び立ち

上がれない。

フェスパは消防法のマル適マーク
を未だ申請していない。消防法に適

した仕様ではないため、非常灯の設置、
カーテン等耐火性に変えていき、８月中
に消防に届けを出す予定。

フェスパをこれからも継続
していくには、経営的に安定

させ、ホテルとして位置づけ、有
効活用を図って行く。

困った事案として、奈良県の弁護士会から「法に基づい
て書類を出してくれ」と開示の請求がフェスパに届いてい

る。旅館業法では、過去３年間の宿泊者名簿を開示しなければ
ならない。食中毒等、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大
防止に重要な役割を果たすほか、2020年オリンピック、東京大
会開催を控え、多数の外国人来訪が見込まれる中、テロ等の不
法行為を未然に防止するために公安局から求められている。

提出を通告すべきだったと反省しており、至急措置をとる。

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ



上島町議会だより　57号 4

議案第60号、「上島町弓削総合庁舎内食堂施設条例の一部を改正する条
例」から議案第81号、「上島町漁港管理条例の一部を改正する条例」まで
及び議案第83号、「上島町魚島観光センター条例の一部を改正する条例」
から議案第97号、「上島町小型船舶上架施設条例の一部を改正する条例」
までの37議案は提案理由が同様で、社会保障の安定財源の確保等を図る税
制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一
部を改正する法律等により、消費税率等が改正されることに伴い、関係規
定を整備する必要が生じたので、これらの案を提出する。

審 議 事 項 の 主 な も の

第２回臨時議会

消費税は、平成元年に竹下内閣が３％、赤字財政の解消を目的に
消費税法が施行されたが、国民的な反対は根強く、その後の橋本内
閣時に５％にしたが、引き上げによる経済不況の責任をもって橋本
内閣は潰れた。

それから紆余曲折があったが、平成24年の３月、民主党政権時に、
消費税増税を含む「社会保障・税一体改革関連法案」が国会に提出
され、民主、自民、公明３党の法案修正合意によって、平成26年４
月に税率を８%、平成27年10月に税率を10％に２段階で引き上げる
増税法が成立した。この時に「消費税は全額福祉財源に充てる」と
いう附則が、この税制改正時に明記されていたが、この消費税アッ
プを牽引した民主党・野田政権は、結果として衆議院解散・惨敗、
その後、民主党は分裂。敵失でもって、自民党一強を招き寄せたこ
とは、皆さんの記憶に新しいところです。「消費税は福祉財源に充て
るという約束」はどうなったか。３党合意の消費税の使途は反古同
然になっている。

公共料金とは言っても、町民の負担が増えるような様々な条例改
正に賛成することは、議員として、政府の不実に手を貸すことにも
なる。よって、このような「改正目的と現実とが乖離している条例
制定」には賛成できない。

３党合意の消費税の使途は反古同然反対討論
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６
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催　

全
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上島町議会だより　57号5

「フェスパをどうやっていくのか」という道を拓くため
にも、今の設置条例の縛りというものを見直す必要があ
ると考えており、運営とは切り離して判断するべきだと
思っている。

町には多くの支援をしている指定管理者、直営、第三
セクターがあり、芸予汽船は最高で年間約6,500万円の支
援をしており、安いときでも3,000万以上の支援をしてい
る。スポレクは約2,850万円が３～４年続いており、その
前は3,000万以上を出費していた。上弓削にある潮湯は約
4,000万から4,500万の負担がかかっているが、多くの町民
が利用している。ただ支援するのでなく、会計を明瞭化
し、経営に当たっては町長が先頭に立ち、実態を把握して、
当事者意識を持って当たって欲しいということを期待し
フェスパの条例については賛成する。

直営にするか、町から職員
を出向させ、本当の意味でフ
ェスパの膿を出し、改善策を
練っていただき、再度公募に
より適正な業者に管理をお願
いしたいと思う。

経営期間中に３年間を５年
間に改めるのはいかがなもの
かということで、この部分が
賛成できないので反対する。

「フェスパを
　　　どうやっていくのか」

３年間を５年間に
　改めるのは
　　いかがなものか

賛成討論
反対討論

議　　員　　名

議　　案　　名

村
上
要
二
郎

林　
　

康
彦

大
西　

幸
江

藏
谷　

重
文

寺
下　

滿
憲

檜
垣　

一
成

平
山　

和
昭

濱
田　

高
嘉

前
田　

省
二

土
居　

計
彦

池
本　

興
治

松
原　

彌
一

亀
井　

文
男

池
本　

光
章

審議
結果

議案第60号～議案第97号
上島町駐車場条例の一部を改正する条例・
上島町下水道条例等の一部を改正する条
例・上島町港湾管理条例の一部を改正する
条例・上島町港湾内港務所設置条例の一部
を改正する条例・上島町魚島港務所設置条
例の一部を改正する条例・上島町給水条例
の一部を改正する条例・上島町簡易水道事
業条例の一部を改正する条例・上島町生名
船舶使用料条例の一部を改正する条例・上
島町魚島船舶使用料条例の一部を改正する
条例
他　28件

○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ― 賛成９人
可　決

議案第82号
インランド・シー・リゾート　フェスパ条
例の一部を改正する条例

× ○ × × × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ― 賛成６人
否　決

賛成 ○　　反対 ×　　議長 ―　　欠席 欠

「インランド・シー・リゾート　フェスパ条例の一部を改正する条例」



上島町議会だより　57号 6

令和元年９月４日　上島町消弓削総合庁舎　議場にて全員出席で開催

イノシシが減るわけではないので、
今後従事する人はどの様に考えている

のか。

本施設は平成23年度に建造し、平成24年度
から現在まで約７年半、指定管理者により管
理運営をしてきた。昨年の12月辺りから、指
定管理者である上島町獣肉処理加工会より、
会員の体調不良、高齢化、イノシシ捕獲数の
減少等、指定管理での管理運営が厳しい状況
にある為、指定管理者の取り消しの申し出が
あった。このため、指定管理者と協議を進め
てきた。
平成30年度の獣肉加工会の決算において
は、捕獲数は対前年度の約半数の89頭、うち、
精肉頭数は73頭になっており、収支では、売
上高で施設光熱費をぎりぎりまでかなえた状

況となっている。
さらに今年度に入り、イノシシの捕獲数も
７月末の４ヶ月でわずか14頭と減少してお
り、指定管理での当施設の運営はこのままで
はできない、町としても今後の施設について
は、維持管理委託方式により、当面は管理せ
ざるをえないと判断した。今後、岩城橋完成
後は、岩城で捕獲したイノシシの搬入や新規
に加工処理指定管理者の可能性もあり得る
為、現条例では指定管理によるのみの内容で
あることから、維持管理での施設運営も可能
になるように、関係規定を整備する必要が生
じた。

中長期的に人選を行い、免許も必要な為、
今後捕獲隊と協議して隊員の増員を図って

行く。

Ｑ Ａ

【協議事項の主なもの】

令和元年　第４回全員協議会

議案第116号「上島町獣肉処理加工施設条例の一部を改正する条例」

議案第119号「インランド・シー・リゾート　フェスパ条例の一部を改正する条例」

「支援策としての委託金の交
付」とか、「不具合についての

委託料を充てる」といった話が出て
いたが、具体的に、そういう項目と
スケジュールとかの仕分けは。

第４条・・・削除
第16条として新たに読替規定を規定した。これは、指定管理者が決定しない場合に直営若しく
は管理委託とする場合等にも対応すべく読替規定を追加するもの。また、第16条の追加により
（委任）を第17条に改める。（第３回全員協議会説明時より変更点のみ記載）

慢性的な赤字要因となっているお風呂の年間コ
ストから収入を差し引いた経費。主な改善要因と

して見直し、年間で2,000万～ 2,300万近くの水道、光
熱費、管理費を中心に、全体の管理の中でリスクに対
する委託金、そういう考え方で最小限に収めたい。

Ｑ Ａ



上島町議会だより　57号7

今現在１日８便運航して、基本的には７便に１
便は追加しているが、この追加分は、全額（上島）

町負担だが、この是非について協議はどうなっている
のか。

２車線になったときに、歩行者も自転車も通る
ことになる。縁石があることによって気を付ける

というドライバーの心理も働くと思うが、縁石を除け
た後で、車同士の事故とそれから歩行者を巻き込んだ
事故というのは当然、出来事の重要性が変わってくる。
幅全体は決まっているので、車道はどうしようもない
が、縁石のあり方については、本当に良く考えて要望
してほしいと思う。

三セクで、昭和62年に設立されていて、約33年
間経過しているが、上島町は株主として15％しか

持っていない。この15％しか保有していない本町が大
体年間、上下はあるが、今回9,000万という見通しに
なっているが、これの６割、７割近くが、町負担とな
ります。今後の交通体系をどう考えているのか。

上半期の実績から推測される今年１年間の
決算収支見込み、収入のうち運賃収入につ
いては、前年比較309万７千円減の１億1,961
万４千円と見込んでおり、営業外収入と合わ
せた収入全体では、前年比較370万円程度減

の１億2,010万２千円を見込み、これらの推
測による2019年の経常損益は、9,018万円程
度の赤字となる見込みで、前年と比較して、
赤字額は、約2,280万円程度増加する見込み
となっている。

愛媛県では、県道岩城弓削線を1.5車線道
路として改良しており、生名橋を平成23年２
月に供用開始し約７年経過している。車道幅
員が狭小であることが原因と思われる車両の

衝突事故が発生しており、また、岩城橋開通
に向けて車両の交通量の増加が予想されるこ
とから、生名橋、生名橋取付部の安全確保に
ついて、県に要望したいと考えている。

公共交通ネットワーク協議会
の方で当然、そういった事も見

せて議論は重ねている。

県の方も慎重に検討をしてい
て、車両の衝突事故で縁石に当

たり、跳ねてしまったことが事故の
原因となっている事例があるので、
縁石を除けてもらう、１案、２案が
町として適当という協議はしてい
る。

今治～土生航路に関しては、
乗降客のほとんどが、上島町に

乗り降りしている。その様な現状
があり、岩城橋が開通するまでは、
この体制を維持せざるを得ないで
あろうと推測している。

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

Ａ

【報告事項の主なもの】

「今治～土生航路（芸予汽船）の収支状況について」

「上島架橋「生名橋」の安全確保について」
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平成30年度の決算状況については、昨年７月の豪雨災害による災害
復旧経費や最終処分場などの大型事業の繰り越しを除いて、ほぼ予定
どおり執行することができた。令和２年度の予算編成方針は長期計画
に基づいて進めている最終処分場などの大型事業も完了することから
予算規模を60億円台に戻すよう努めたい。また、経常経費の節減を心
がけたい。

次に、主要施策の進捗状況であるが、前年の災害復旧事業の実施状
況については、補助対象事業は、ほぼ発注済みとなり、単独分につい
ても、一部用地調整等で遅れたもの以外はほぼ発注済みとなった。土
生港長崎桟橋待機レーン整備については、起業地の方全員に整備につ
いての理解はいただき、一部の方には補償交渉の合意をいただいてい
る。本事業については、生名フェリー利用者及び因島土生地域の住民
の皆さんの安全と安心を確保できるよう、出来るだけ早く整備工事を
完成できるよう努めたい。また、老朽化が進んでいる長崎桟橋の浮桟
橋については、広島県の意向として改修について検討していく旨の話
があった。生名フェリー新造船は、発注仕様書に基づく正式な建造発
注となり、出来るだけ早期に就航できるよう取り組む。

魚島常駐医の確保システムであるが、近隣医師会、病院等、関係医
療機関への働きかけ、国・県等への要望活動、県医師確保事業などド
クターバンク登録、自治医科大学医師派遣事業、県病院代診事業など、
継続して取り組む。また、因島総合病院とは、遠隔医療や医師派遣と
いったテーマを持って検討を始めた。

フェスパについては、経営改善に取り組んでいるが、依然として資
金繰りが非常に厳しい状態に陥っており、運営維持をするためには何
らかの形での支援をしなければならない必要に迫られている。経営体
制が代わって１年半が経過し、やっと改善の兆しが見え始めたところ
なので、町民の皆さんの温かいご支援とご理解をお願いしたい。

行 政 報 告
令
和
元
年
９
月
11
日
～
27
日
開
催
。
全
員
出
席
、
９
月
11
日
は
亀
井
議
員
、
松
原
議
員　

途
中
退
席
。

　

平
成
30
年
度
各
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
案
を
は
じ
め
、
条
例
改
正
案
、
補
正
予
算
案
、
人
事
案
件
な
ど
39
議
案

が
上
程
さ
れ
慎
重
に
審
議
さ
れ
た
。

　

な
お
、
審
議
結
果
は
10
ペ
ー
ジ
及
び
12
ペ
ー
ジ
の
と
お
り
。

【報告事項の主なもの】
報告事項第１号
「平成30年度上島町財政健全化判断比率及び資金不足比率について」
本制度は、地方自治体の財政破綻が、住民の皆様の日々の生活に重大な影響を及ぼすことから、

平成19年６月、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が成立した。この法律により、地方
公共団体は、４つの財務指標及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査に付したうえで、議会に
報告し、かつ、公表することが義務付けられた。

平成30年度上島町財政健全化判断比率及び資金不足比率の状況を報告。

９ 月 定 例 会９ 月 定 例 会
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【審議事項の主なもの】
議案第121号令和元年度上島町一般会計補正予算（第２号）

補正予算の総額は歳入歳出それぞれ3,700万円を追加し、総額75億5,552万３千円とする。

議案第122号令和元年上島町介護サービス事業会計補正予算（第１号）
補正予算の総額は、歳入歳出それぞれ580万円を増額し、総額5,090万円とする。

議案第123号工事請負契約の締結について（生名フェリー新造船建造工事）
「工事請負契約の締結について（生名フェリー新造船建造工事）」次のとおり請負契約を締結する。
１　契約の目的　　生名フェリー新造船建造工事
２　契約の方法　　随意契約
３　契約金額　　　金　３億９，６００万円
４　契約相手方　　広島県尾道市向東町１４７４５番地３
　　　　　　　　　神

かんばら

原造船株式会社　代表取締役　神
かんばら

原　弘
こういち

一

提案理由は、生名フェリー新造船工事について請負契約に付するため、地方自治法第96条第１項
第５号並びに上島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定
により提案する。

健全化判断比率の状況
平成30年度における上島町の財政健全化指標は、すべての項目において基準内となっている。し

かしながら、普通交付税の一本算定への移行による普通交付税の減額や基金取り崩しの影響、元利
償還金の増大などにより、実質公債費比率、将来負担比率ともに指標の悪化が懸念される。現状に
安心することなく、今後も健全な指標を維持できるよう、努めていかなければならない。

実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況
一般会計、特別会計、企業会計の実質収支額を表しており、実質赤字比率が△2.00％、連結実質

赤字比率が△18.78％とどちらにも『－（マイナス）』が付いているということは、黒字であったと
いうことを表している。

実質公債費比率の状況
実質公債費比率は、過去３か年の平均値で示すものであり、平成28年度から30年度の３か年の平

均値で上島町は11.4％となった。早期健全化基準の25.0％や地方債を借り入れる際に、県の許可が
必要な団体となる18.0％を下回っている。

将来負担比率の状況
将来負担比率は、29.1％と、昨年度と比較して1.5ポイントの増となっている。これは充当可能財

源等の減額によるもの。

公営企業会計における資金不足額等の状況
上島町では法適用企業として、上水道事業、法非適用企業として、簡易水道・公共下水道・農業

集落排水・浄化槽・船舶事業の各会計が該当するが、資金不足は発生しておらず、健全であること
を表している。
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「上島町固定資産評価審査委員会委員の選任
について」 同意された。

中
村　

一
義 

氏

村
上　

寛
仁 

氏

森
本　

隆
人 

氏

上
島
町
固
定
資
産

評
価
審
査
委
員
会

上島町農業委員会委員

「上島町農業委員会委員の選任について」 

西原　邦彦 氏　　　同意された。
村上　良一 氏　　　同意された。
砂川　正治 氏　　　同意された。
小西　佳子 氏　　　同意された。

古本　   貢 氏　　　同意された。
竹垣　有奉 氏　　　同意された。
村上　　穗 氏　　　同意された。
村上要二郎 氏　　　不同意された。

第４回臨時議会

「上島町農業委員会委員の選任について」

藏谷　重文 氏　　同意された。

令和元年10月25日　全員出席にて開催

上
島
町
監
査
委
員

教　

育　

長

「上島町監査委員の選任に
ついて」 同意された。

「上島町教育委員会委員の任命
について」 同意された。

「
教
育
長
の
任
命
に
つ
い
て
」

同
意
さ
れ
た
。

森本　英隆 氏

山本こころ 氏

髙
橋　

典
子 

氏

上島町教育委員会委員
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去
る
９
月
11
日
の
本
会
議
に
お
い

て
、
予
算
決
算
委
員
会
に
付
託
さ
れ

ま
し
た
「
議
案
第
98
号
か
ら
議
案
第

１
１
３
号
ま
で
の
決
算
認
定
案
16
件
」、

及
び
「
議
案
第
１
２
１
号
及
び
議
案
第

１
２
２
号
の
補
正
予
算
案
２
件
」
に
つ

い
て
、
９
月
18
日
、
19
日
そ
し
て
本
日

27
日
の
３
日
間
に
わ
た
り
本
委
員
会
を

開
催
し
、
慎
重
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
審
査
結
果
等
を
会
議
規
則
第
77
条

の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
報
告
し

ま
す
。
な
お
、
採
決
の
際
の
出
席
委
員

は
全
員
出
席
の
13
名
で
し
た
。

予
算
決
算
委
員
会
審
査
報
告

委員長報告

１－１．審査事件名　決算認定案16件
議案第98号～第113号　平成30年度上島町（一般会計・国民健康保険事業会計・
国民健康保険診療所事業会計・へき地出張診療所事業会計・後期高齢者医療事業
会計・公共下水道事業会計・簡易水道事業会計・ＣＡＴＶ事業会計・農業集落排
水事業会計・介護保険事業会計・介護サービス事業会計・浄化槽事業会計・魚島
船舶事業会計・特別養護老人ホーム事業会計・生名船舶事業会計・上水道事業会
計）歳入歳出決算認定について

１－２．審 査 結 果
議案第98号　「平成30年度上島町一般会計歳入歳出決算認定について」から議案
第113号「平成30年度上島町上水道事業会計歳入歳出決算認定について」は、す
べて全会一致をもって原案のとおり認定するものと決定した。

１－３．議員間討議に出された主な意見
　不用額については、基金に組み込まれるなど、いろいろな方法で処理されてい
るが、内容については議員も知っておく必要があるため、説明を受けたほうが良
い。また、予算管理をするうえで、あまり不用額を出すことは良くないことなの
で、補正で対応できなかったものについて説明が必要である。
　100万円以上の不用額については、行政側がリストアップしているので、決算
書の配布と同時に、理由の入った説明書を添付していただきたいという意見が出
された。

２－１．審査事件名　　補正予算案２件 
議案第121号　令和元年度上島町一般会計補正予算（第２号）
議案第122号　令和元年度上島町介護サービス事業会計補正予算（第１号）

２－２．審査結果
議案第121号　「令和元年度上島町一般会計補正予算（第２号）」及び議案第122号

「令和元年度上島町介護サービス事業会計補正予算（第１号）」については、すべ
て全会一致をもって原案のとおり可決するものと決定した。

土居　計彦 委員長
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議　　員　　名

議　　案　　名

村
上
要
二
郎

林　
　

康
彦

大
西　

幸
江

藏
谷　

重
文

寺
下　

滿
憲

檜
垣　

一
成

平
山　

和
昭

濱
田　

高
嘉

前
田　

省
二

土
居　

計
彦

池
本　

興
治

松
原　

彌
一

亀
井　

文
男

池
本　

光
章

審議
結果

議案第118号
インランド・シー・リゾート　フェスパ条
例の一部を改正する条例（消費税）

○ ○ × × × ○ × × × × ○ 欠 欠 ― 賛成４人
否　決

議案第135号
インランド・シー・リゾート　フェスパ条
例の一部を改正する条例

○ 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 賛成10人
可　決

９月定例会

提出議案

一目　　　審議結果

賛 否 の 分 か れ た 議 案

全 会 一 致 の 議 案

賛成 ○　　反対 ×　　議長 ―　　欠席 欠

でわかる

議案第98号～議案第113号
平成30年度上島町一般会計歳入歳出決算認定について　

（上島町特別会計決算認定　他15件）

議案第115号
上島町印鑑条例の一部を改正する条例

議案第117号
上島町企業誘致促進条例の一部を改正する条例

議案第121号
令和元年度上島町一般会計補正予算（第２号）

議案第123号
工事請負契約の締結について（生名フェリー新造船建造工
事）

議案第114号
上島町森林環境譲与税基金条例

議案第116号
上島町獣肉処理加工施設条例の一部を改正する条例

議案第120号
上島町消防団員の定員、任免、報酬及び服務等に関する　
条例の一部を改正する条例

議案第122号
令和元年度上島町介護サービス事業会計補正予算

（第１号）

議案第136号
工事請負契約の締結について

（篠塚漁港東防波堤機能保全工事）
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第３回臨時議会 　令和元年10月25日
　　弓削総合庁舎議場にて全員出席にて開催

【審議事項の主なもの】
議案第138号　令和元年度上島町一般会計補正予算（第３号）

インランド・シー・リゾート　フェスパ指定管理料は、フェスパの経営改善を図るため、入浴施
設に係る維持管理経費等を指定管理料として支出する。金額は1,200万円。
フェスパ使用料、家賃50万円の免除。諸収入マイナス314万３千円。

昨年７月の豪雨災害、風評被害によって運
営状況が悪くなり、2,750万円の支援金を投
入した。ところが、経営状況は、好転の兆し
は見えてきていない。そんな中、今年度は、
家賃を10月から３月まで314万2,800円の減
額。そして、指定管理料としての月々 200万
円、６ヶ月間、1,200万円を町の方から支援。
この予算は、認められない。なぜなら、管理
に関する基本協定書、年度協定書等を見ても
指定管理料などが町から支出できる道理がな
く、今後も明るい将来が見えないのに毎年、
町のお金を支出していく道を開くことはでき
ない。町は前指定管理者を選定した中におい
て、赤字が続いている。企業自体の経営体質
が脆弱で安定的な運営が難しく接客マナー
や、食事内容などの改善指導が履行されてい
ない。また、フェスパを黒字にできたら、ス
ポレクに支払っている指定管理料の削減に繋
がる。このようなことも述べていた。しかし、
今は逆ではある。前指定業者よりも経営状態
は悪い状況を生んでいる。そんな時に、町民
からいきなスポレクに不適切な補助金を支出
し、町民に大きな損失を与えたとして住民監
査請求が出されている。フェスパ運営の住民
側の受け取り方としては、地方自治体として
地元の企業を潰した。このような事が住民の
中に浸透をしていて、地元の住民の利用客の
激減が、フェスパ運営上の困難をきたしてい
る。ここで再び町のお金を投入する事は、よ
り一層住民からの怒りが増えると思われる。
この度も、理にかなわないとして認められな
い。よって反対する。

反　対　討　論 賛　成　討　論
否決すればフェスパの運営が困難となり、

休業閉館、フェスパの売却。どちらを選択し
ても、上島町は、約７億円の債務を国に返納
しなくてはならない。このような事態になる
と、上島町は、国や愛媛県から地方自治体と
しての評価、信用度が著しく低下し、今後、国・
県からの補助金、交付金等々が減額される恐
れが現実味を帯びてくる。現実を直視し、問
題解決する必要があり賛成する。

現管理者に対し、町が支援しなければ、さ
らに経営再建の道は遠のき、上島町の社会的
信用の失墜はおろか、運営に名乗りを上げる
企業も出てこない。それを避けるには、本年
度末まで緊急的に運営支援を行い、経営改善
計画を策定して、実行しつつ、新年度からの
再建を目指すことが現時点での現実的な選択
肢である。ただ、現指定管理者との解約、新
規公募も案としてあり得る。

先の特別委員会で、委員の皆さんは、施設
の存続を言いつつ、それを実現するための具
体的な提案はほぼなく、この議案を認めるか
否かの段階に留まっている。私は、フェスパ
を一時休館にし、問題解決をして出直せばい
いと意見を述べたが、それを次善の策とする。
なぜなら、この支援予算は、現在の指定管理
者へ再びチャンスを与えるとともに、我々議
会の政策立案能力を磨くまたとない機会でも
ある。我々議員は、町民の期待を背に日ごろ
活動しているが、その期待に副うことができ
ねば、すなわち、裏切り者となる。理事者の
皆さん方も、その思いを共有していただきた
い、苦渋の選択だが、本案に賛成する。
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①休館しても経費がかかる、支援しても時間
がかかる。それならば一度休館にしてきち
んと立て直しを考えた方が後々のためであ
る。現在の支援方法は反対である。

④客層のターゲットが変わらないと回らな
いのは一理あるが、行政側には、客層の
変更も含めて、グランドデザインを３月
までに書いてもらうように、議会として
要望を出したらと思う。

②支援と存続は別問題。休館すべき。

③公的支援を、無制限にやるのではなく、来
年の３月までの支援に限定してやれば良
い。

議 員 間 討 議

１．協議事件名　　フェスパの安定運営に関する事項

２．協議結果
　フェスパの存続について、委員会開始時に、各委員の考えを確認したところ、存続の意思の
ある委員８名、閉鎖をすべきとする委員５名であった。ただし、それぞれ、存続、閉鎖の意見
を示した各委員の中にも、一旦休館をして運営体制を整えてはどうかという意見が出された。
　また、委員会の報告のまとめとして、３月まで赤字補填として予算を認めると同時に、再公
募について作業を進めることで良いか確認したところ、決定には至らず、この件については各
委員から出された意見を参考に、各委員の判断するところとした。

３．議員間討議において出された主な意見

フェスパの安定運営に関する特別委員会

去
る
９
月
27
日
の
本
会
議
に

お
い
て
、
フ
ェ
ス
パ
の
安
定
運

営
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
付

託
さ
れ
ま
し
た
「
フ
ェ
ス
パ
の

安
定
運
営
に
関
す
る
事
項
」
に

つ
い
て
、
10
月
４
日
そ
し
て
11

日
の
２
日
間
に
わ
た
り
本
委
員

会
を
開
催
し
、
慎
重
に
協
議
を

行
い
ま
し
た
。

そ
の
協
議
結
果
等
を
会
議
規

則
第
77
条
の
規
定
に
よ
り
下
記

の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

委員長報告

亀井　文男 委員長



上島町議会だより　57号15

学
校
教
育
の

　
　

支
援
に
つ
い
て

教
育
現
場
で
先
生
の
業

務
負
担
が
大
き
く
、
超
過

勤
務
が
多
い
為
、
子
供
た
ち
へ

の
教
育
が
滞
る
こ
と
が
懸
念
さ

れ
る
。
昨
年
度
よ
り
、
ス
ク
ー

ル
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
を
配
置

し
て
い
る
が
、
増
員
予
定
は
。

ま
た
、
町
か
ら
の
補
助
事
業
に

つ
い
て
、
町
は
緊
急
予
算
と
し

て
各
支
所
に
２
５
０
万
円
を
予

算
計
上
し
、
職
員
は
自
由
に
緊

急
予
算
を
使
え
る
。
し
か
し
、

学
校
教
育
に
対
し
て
は
、
自
由

度
の
高
い
予
算
が
計
上
さ
れ
て

い
な
い
。
自
由
勝
手
に
使
う
の

は
駄
目
だ
が
、
学
校
教
育
へ
の

支
援
に
つ
い
て
、
生
徒
と
先
生

が
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
為
に
必
要

な
支
援
と
し
て
、
令
和
２
年
度

の
当
初
予
算
に
計
上
し
て
は
ど

う
か
。

教
育
現
場
で
の
業
務
に

つ
い
て
は
、
国
の
実
態
調

査
で
、
看
過
で
き
な
い
教
職
員

の
長
時
間
勤
務
の
実
態
が
明
ら

か
と
な
り
、
改
善
に
向
け
て
学

校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
取

組
み
を
早
急
に
進
め
て
い
る
。

本
町
も
学
校
が
行
う
事
務
の
精

選
や
効
率
化
、
研
修
や
会
議
の

見
直
し
、
部
活
動
の
あ
り
方
検

討
等
を
推
進
し
、各
種
相
談
員
、

特
別
支
援
教
育
支
援
員
及
び
ス

ク
ー
ル
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
の

人
員
配
置
に
加
え
、
学
校
事
務

職
員
の
増
員
に
よ
る
共
同
学
校

事
務
室
の
拡
充
を
図
り
、
教
職

員
の
負
担
軽
減
に
取
り
組
ん
で

い
る
。

ス
ク
ー
ル
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ

フ
の
増
員
は
、
要
望
や
現
状
を

把
握
し
た
う
え
で
増
員
を
検
討

し
、
緊
急
予
算
の
中
に
今
年
度

の
教
育
委
員
会
用
の
予
算
枠
も

確
保
し
て
お
り
、
学
校
に
お
い

て
も
必
要
か
つ
緊
急
性
の
あ
る

予
算
に
つ
い
て
は
活
用
し
、
子

ど
も
た
ち
に
対
し
て
効
果
的
な

教
育
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
予
算
編
成
を
検
討
す
る
。

８
月
に
上
島
町
教
育
振

興
に
関
す
る
大
綱
が
策
定

さ
れ
、「
子
供
た
ち
の
可
能
性

を
広
げ
、
夢
に
つ
な
げ
る
教
育

の
推
進
」
と
あ
る
が
、
先
生
の

協
力
な
し
で
は
実
施
は
で
き
な

い
。
し
か
し
、
先
生
の
超
過
勤

務
に
対
す
る
対
策
が
な
さ
れ
て

い
な
い
の
で
、
次
年
度
に
は
予

算
計
上
を
お
願
い
し
た
い
。
ま

た
、
生
徒
に
危
険
が
及
ぶ
老
朽

施
設
の
修
繕
を
先
送
り
に
し
て

い
る
。
現
地
調
査
を
行
い
、
早

急
に
修
繕
を
お
願
い
す
る
。

老
朽
化
に
伴
う
学
校
施

設
の
修
繕
や
改
修
、ま
た
、

設
備
等
の
更
新
に
つ
い
て
、
児

童
生
徒
の
安
全
・
安
心
を
第
一

に
考
え
検
討
す
る
。

町
の
財
源
状
況
に
つ
い
て

平
成
30
年
度
決
算
で
大

き
な
赤
字
を
計
上
し
、
基

金
を
切
り
崩
し
て
い
る
。
町
の

財
政
状
況
は
最
悪
で
あ
る
。
財

政
悪
化
の
要
因
と
し
て
箱
物
行

政
に
よ
る
莫
大
な
借
金
返
済
と

ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
の
増
加
、

職
員
数
の
増
加
に
よ
る
人
件
費

の
増
加
が
考
え
ら
れ
る
。
合
併

後
、島
同
士
の
調
和
も
取
れ
ず
、

政
治
に
翻
弄
さ
れ
た
結
果
、
住

民
の
為
で
は
な
く
、
一
部
の
者

た
ち
の
為
に
行
政
が
動
か
さ

れ
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
二
の
次

に
な
っ
て
い
る
。
今
後
、
住
民

サ
ー
ビ
ス
を
低
下
さ
せ
ず
、
行

政
を
運
営
す
る
為
に
、
ど
の
よ

う
な
政
策
を
も
っ
て
財
政
の
健

全
化
を
行
う
の
か
。
ま
た
、
定

員
管
理
計
画
の
進
捗
状
況
も
含

め
、
町
の
計
画
に
つ
い
て
説
明

を
求
め
る
。

平
成
30
年
度
決
算
で

基
金
の
取
り
崩
し
額
は
、

３
億
９
，
０
０
０
万
円
で
過
去

質

質

答

答

質

答

　令和元年９月12日に開会された第3回定例議会では、5名の議

員が一般質問を行った。答弁に関しては、理事者側答弁というこ

とで答弁者の個人名は省略しています。

※一般質問掲載文書につきましては、各議員が編集しております。

村
上
要
二
郎 

議
員

一般質問
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最
大
。
こ
れ
は
昨
年
７
月
の
西

日
本
豪
雨
災
害
復
旧
経
費
、
地

方
交
付
税
等
の
減
額
が
影
響
し

た
為
で
あ
る
。
公
債
費
は
、
過

去
の
大
型
事
業
に
よ
る
返
済
が

始
ま
り
、
数
年
間
は
11
億
～

13
億
円
で
推
移
し
、
箱
物
の
建

設
の
償
還
が
始
ま
っ
た
部
分
が

多
い
。
今
後
、
住
民
サ
ー
ビ
ス

を
低
下
さ
せ
ず
に
行
政
運
営
を

し
て
い
く
に
は
、
町
に
と
っ
て

有
利
な
起
債
の
活
用
と
計
画
的

な
借
入
れ
。
公
共
施
設
の
統
廃

合
、
既
存
事
業
の
ス
ク
ラ
ッ
プ

＆
ビ
ル
ト
、経
常
経
費
の
節
減
、

自
治
組
織
の
活
性
化
に
よ
る
行

政
の
効
率
化
を
進
め
て
い
く
必

要
が
あ
り
、
各
種
使
用
料
等
の

見
直
し
作
業
も
必
要
。
ま
た
、

来
年
度
か
ら
臨
時
職
員
の
人
件

費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
為
、

採
用
人
数
に
つ
い
て
見
直
し
す

る
。
上
島
町
は
合
併
し
て
十
数

年
が
経
過
し
た
が
、
町
と
し
て

一
体
化
は
急
務
で
あ
り
、
共
通

認
識
に
立
っ
た
政
策
運
営
を
最

重
要
課
題
と
位
置
付
け
る
。

平
成
30
年
度
決
算
に
お

い
て
、
３
億
９
，
０
０
０

万
の
赤
字
を
出
し
、
貯
金
が
約

22
億
円
と
な
っ
て
い
る
。
国
か

ら
の
お
金
も
年
々
減
少
し
、
箱

物
行
政
で
建
て
ら
れ
た
施
設
の

借
金
返
済
額
は
当
分
減
る
こ
と

は
な
い
。
施
設
も
老
朽
化
し
、

管
理
費
が
増
大
す
る
と
考
え
ら

れ
、
こ
の
予
算
規
模
で
推
移
す

る
と
、
上
島
町
の
財
源
は
、
令

和
４
年
辺
り
で
破
綻
す
る
可
能

性
も
考
え
ら
れ
る
。

ど
う
す
れ
ば
住
民
サ
ー
ビ
ス

を
低
下
さ
せ
ず
健
全
な
財
源
で

運
営
で
き
る
か
。
そ
れ
は
、
箱

物
行
政
で
造
っ
た
施
設
の
管
理

費
の
削
減
と
職
員
の
削
減
し
か

な
い
。
町
職
員
に
係
る
人
件
費

の
平
均
額
は
町
長
、
副
町
長
、

教
育
長
が
約
１
，１
０
０
万
円
、

一
般
行
政
職
が
５
５
０
万
円
、

臨
時
職
が
２
７
０
万
円
。
町
長

等
３
役
の
給
料
を
７
割
カ
ッ

ト
、職
員
数
を
１
０
０
名
削
減
、

臨
時
職
員
を
30
名
削
減
、
若
し

く
は
、
職
員
の
給
料
を
４
割
カ

ッ
ト
す
れ
ば
現
在
の
予
算
規
模

に
対
応
し
う
る
経
費
の
削
減
が

可
能
と
な
る
。
近
隣
の
大
崎
上

島
町
に
お
い
て
は
、
上
島
町
同

様
に
離
島
同
士
の
合
併
で
あ

り
、
人
口
規
模
も
７
，
８
０
０

人
と
上
島
町
よ
り
も
少
し
多
い

に
も
関
わ
ら
ず
、
職
員
は
上
島

町
の
半
分
以
下
の
１
０
０
人
で

行
政
を
運
営
し
て
い
る
。

こ
の
様
な
事
態
を
招
い
た
の

は
、
長
年
議
員
を
し
て
い
る
議

員
に
も
責
任
が
あ
る
。
注
意
喚

起
も
せ
ず
、
反
対
も
な
く
何
も

考
え
ず
に
賛
成
し
て
い
た
議
員

が
多
か
っ
た
。
早
急
な
対
応
が

必
要
で
あ
る
。
職
員
は
総
務
課

長
を
中
心
に
財
政
健
全
化
に
向

け
早
急
に
取
り
掛
か
か
り
、
町

長
は
、
公
共
施
設
の
統
廃
合
や

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
局
等
特
別
会

計
事
業
の
廃
止
、
民
間
委
託
に

つ
い
て
、
議
員
と
職
員
か
ら
意

見
を
聴
取
し
、
一
刻
も
早
く
コ

ス
ト
削
減
の
取
り
組
み
を
行
う

べ
き
。

久
万
高
原
町
が
こ
の
状

況
よ
り
厳
し
い
時
期
が
あ

り
、
職
員
の
給
与
も
カ
ッ
ト
し

て
改
善
を
図
り
、
10
年
位
か
け

て
改
善
し
て
い
る
。
町
も
、
職

員
の
給
与
を
そ
ん
な
に
カ
ッ
ト

で
き
な
い
が
、
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ

ス
ト
を
抑
え
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
＆

ビ
ル
ド
、
取
捨
選
択
を
す
る
。

職
員
の
定
員
は
、
大
崎
上
島
町

の
例
も
あ
る
が
、
や
は
り
上
島

町
の
職
員
は
多
い
。
岩
城
橋
の

開
通
に
向
け
て
、
職
員
の
定
員

管
理
を
進
め
て
い
る
。

町
の
厳
し
い
財
政
状
況

の
中
で
、
私
も
議
員
間
の

協
議
で
議
員
定
数
の
削
減
に
向

け
て
取
り
組
む
。
職
員
が
頑
張

っ
て
身
を
切
る
な
ら
ば
、
議
員

削
減
は
必
ず
必
要
で
あ
る
。
議

員
も
現
在
の
14
人
か
ら
国
の
基

準
に
合
わ
せ
た
８
人
に
削
減
で

き
る
よ
う
努
力
す
る
。
上
島
町

民
の
た
め
の
議
員
で
あ
り
、
職

員
で
あ
る
。
上
島
町
の
未
来
の

た
め
に
議
員
と
職
員
が
一
丸
と

な
っ
て
状
況
を
改
善
す
る
し
か

な
い
。

弓
削
高
校

  

魅
力
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

公
営
塾
の
今
後
の

　

運
営
計
画
に
つ
い
て

弓
削
高
校
公
営
塾
の
存

在
を
今
後
の
町
政
の
中
で

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る

の
か
。

町
の
重
要
施
策
の
一
つ

と
し
て
継
続
し
て
運
営
し

て
い
き
た
い
。

公
営
塾
を
維
持
運
営
し

て
ゆ
く
に
は
生
徒
数
の
確

保
が
欠
か
せ
な
い
が
「
高
校
魅

力
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
三
本

柱
の
一
つ
で
あ
る
教
育
寮
に
つ

き
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
つ

質

質

質

質

答

答

平
山　

和
昭 

議
員
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た
う
え
で
決
定
す
る
」
と
公
言

し
て
い
る
が
、
上
島
町
の
政
策

決
定
は
闇
の
中
で
決
定
し
て
い

る
と
住
民
か
ら
聞
い
て
い
る
。

今
こ
そ
、
公
言
す
る
「
開
か

れ
た
町
政
」
を
実
施
す
べ
き
だ

と
思
う
が
、
い
か
が
お
考
え
か

お
示
し
く
だ
さ
い
。

島
の
未
来
懇
談
会
と
い

う
、
シ
ス
テ
ム
に
代
え
て

い
る
。
上
島
町
の
将
来
を
変
え

て
い
く
為
に
は
、
課
題
を
設
定

し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
み
ん
な

で
語
り
合
う
方
法
の
方
が
よ
り

好
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
、
し
ま
な
み
懇
談
会
を
開
催

し
進
め
て
い
る
。

町
の
お
金
の使い

方
に
つ
い
て

町
か
ら
㈱
い
き
な
ス
ポ

レ
ク
へ
の
支
援
金
２
，
７

５
０
万
円
は
、
議
会
に
お
い

て
、
議
決
さ
れ
、
振
り
込
ま
れ

た
。
そ
こ
で
町
長
に
お
尋
ね
し

ま
す
。
な
ぜ
、
支
援
金
の
使
い

も
り
な
の
か
。

現
在
弓
削
高
等
学
校
が

行
っ
て
い
る
全
国
募
集
に

よ
る
町
外
か
ら
の
生
徒
の
確
保

が
不
可
欠
に
な
る
と
考
え
て
お

り
、
今
後
の
全
国
募
集
に
よ
る

実
績
を
踏
ま
え
な
が
ら
教
育
寮

の
建
設
に
つ
い
て
も
検
討
し
て

い
く
。

現
在
塾
は
実
質
的
な
運

営
を
「
島
お
こ
し
協
力
隊

員
」
に
よ
る
４
名
の
講
師
に
よ

っ
て
行
っ
て
い
る
が
、
協
力
隊

員
の
任
期
満
了
時
に
際
し
、
講

師
の
そ
の
後
の
処
遇
に
つ
い
て

は
具
体
的
に
計
画
が
あ
る
の

か
。

塾
講
師
は
財
源
を
特
別

交
付
税
で
確
保
で
き
る
こ

と
か
ら
国
の
「
地
域
お
こ
し
協

力
隊
制
度
」
を
活
用
し
て
人
材

を
確
保
し
て
い
る
が
、
任
期
満

了
後
も
上
島
町
に
残
っ
て
教

育
・
地
域
活
性
化
な
ど
に
携
わ

っ
て
も
ら
う
の
が
ベ
ス
ト
だ
と

上
島
町
の政策

決
定
に
つ
い
て

宮
脇
町
長
は
、
立
候
補

時
の
公
約
議
会
の
場
に
お

い
て
、「
上
島
町
の
政
策
決
定

に
当
た
っ
て
は
、
町
民
や
議
会

と
十
分
な
協
議
や
説
明
を
行
っ

定
住
促
進
条
例
の見

直
し
を

定
住
促
進
条
例
が
来
年

３
月
末
で
終
了
す
る
こ
と

に
伴
い
、
条
例
の
見
直
し
、
延

長
を
行
う
つ
も
り
は
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
今
後
、
上
島
町
の

定
住
促
進
策
を
ど
の
よ
う
に
進

め
て
い
く
つ
も
り
な
の
か
。

実
績
や
町
の
財
政
状
況

等
を
総
合
的
に
判
断
し
、

条
例
の
見
直
し
・
延
長
等
を
行

わ
ず
、
条
例
で
定
め
る
失
効
日

で
あ
る
今
年
度
末
を
も
っ
て
効

力
を
失
う
、条
例
廃
止
と
す
る
。

移
住
定
住
を
促
進
し
て
い
く

た
め
の
方
策
を
探
る
た
め
、
町

職
員
・
移
住
者
に
よ
る
自
主
研

究
グ
ル
ー
プ
が
立
ち
上
が
っ
て

い
る
。
移
住
相
談
や
移
住
後
の

生
活
相
談
な
ど
、
そ
の
様
な
ソ

フ
ト
面
で
の
充
実
を
図
っ
て
い

く
。子
育
て
支
援
に
つ
い
て
も
、

新
た
な
取
り
組
み
を
検
討
し
て

い
る
。

空
き
家
活
用
を
促
進
せ
よ

住
宅
確
保
に
関
し
、
空

き
家
バ
ン
ク
や
空
き
家
の

活
用
は
非
常
に
有
効
で
あ
る
と

思
う
が
、
町
と
し
て
ど
の
よ
う

に
方
針
を
定
め
、
仕
組
み
を
動

か
し
て
い
る
の
か
。

町
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
お
い
て
利
用
者
が
物

件
の
雰
囲
気
を
把
握
で
き
る
よ

う
、
情
報
提
供
で
き
る
範
疇
の

中
で
、
随
時
、
改
善
を
図
っ
て

い
る
。
利
用
者
登
録
に
関
し
、

答

答

質

質

質

質

答

答

答

質

大
西　

幸
江 

議
員

前
田　

省
二 

議
員

町
内
居
住
者
で
も
利
用
登
録
が

可
能
と
な
る
よ
う
制
度
を
変
更

し
た
。
移
住
を
考
え
て
い
る
方

に
「
お
試
し
住
宅
」
や
上
島
町

で
の
起
業
を
考
え
て
い
る
方
に

「
お
試
し
オ
フ
ィ
ス
」、
そ
の
様

な
も
の
の
必
要
性
も
感
じ
て
い

る
。
各
地
区
等
と
も
連
携
し
て

空
き
家
バ
ン
ク
登
録
物
件
の
増

加
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

考
え
て
お
り
、
今
後
も
相
談
に

乗
り
な
が
ら
、
で
き
る
限
り
サ

ポ
ー
ト
を
し
て
い
く
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
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れ
た
。
そ
の
後
、
14
日
に
開
催

予
定
の
臨
時
議
会
を
取
り
や
め

29
日
に
は
、
議
員
協
議
会
を
開

き
、
そ
の
後
も
９
月
４
日
に
定

例
議
会
前
の
全
員
協
議
会
で
議

案
説
明
が
あ
っ
た
が
、
私
は
、

会
議
ご
と
に
内
容
が
食
い
違
う

と
受
け
止
め
て
い
る
。
ま
た
、

本
日
定
例
議
会
冒
頭
か
ら
議
案

１
１
９
号
「
イ
ン
ラ
ド
・
シ
ー
・

リ
ゾ
ー
ト　

フ
ェ
ス
パ
の
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
を

撤
回
す
る
。
こ
の
よ
う
な
議
会

運
営
こ
そ
議
会
軽
視
で
は
な
い

の
か
。
町
長
任
期
も
あ
と
一
年

と
な
っ
た
今
、
来
期
の
気
持
ち

は
。

ま
ず
フ
ェ
ス
パ
条
例
改

正
に
係
る
提
案
の
一
連
の

流
れ
に
つ
い
て
は
、
議
会
の
皆

様
に
大
変
迷
惑
を
か
け
た
事
、

お
詫
び
す
る
。
今
回
の
条
例
提

案
の
経
緯
を
十
分
わ
か
り
や
す

く
説
明
出
来
な
か
っ
た
点
、
説

明
不
足
が
多
々
あ
っ
た
。
条
例

改
正
の
内
容
が
複
雑
多
岐
に
わ

た
っ
た
事
で
二
転
三
転
し
て
い

る
が
議
会
軽
視
で
は
な
い
。

先
ほ
ど
寺
下
議
員
の
指
摘
の

あ
っ
た
通
り
、
初
め
の
段
階
で

の
無
理
が
あ
り
、
判
断
に
誤
り

が
あ
っ
た
事
は
認
識
し
て
お

り
、
仕
切
り
直
し
と
い
う
考
え

方
で
今
度
は
提
案
す
る
。

町
政
運
営
の
継
続
に
つ
い
て

は
、
フ
ェ
ス
パ
も
含
め
て
、
農

政
、
教
育
関
係
、
こ
れ
ま
で
三

年
間
や
っ
て
き
た
が
、
ま
だ
ま

だ
政
策
の
実
現
は
で
き
て
な

い
、
高
校
の
魅
力
化
、
レ
モ
ン

の
産
地
化
な
ど
課
題
に
つ
い
て

は
、
途
中
投
げ
出
す
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
再
度
町
政
運
営
に

頑
張
る
。

職
員
配
置
は
適
切
に

教
育
課
職
員
の
教
育
委

員
会
定
例
会
で
の
処
分
決

定
ま
で
の
経
緯
説
明
を
求
め
、

会
議
録
の
議
案
第
２
号
の
提
出

を
求
め
ま
す
。

教
育
課
職
員
は
、前
年
度
は
、

生
名
総
合
支
所
、前
々
年
度
は
、

岩
城
総
合
支
所
と
、
一
年
一
年

と
異
動
し
て
、
以
前
問
題
の
あ

っ
た
教
育
委
員
会
に
辞
令
が
あ

り
出
勤
で
き
な
い
。
公
共
交
通

課
の
課
長
は
、
生
名
フ
ェ
リ
ー

建
造
計
画
段
階
で
総
務
課
に
異

動
、
海
光
園
園
長
が
福
祉
の
勉

強
半
ば
で
、
公
共
交
通
課
に
異

動
し
た
り
す
る
、
１
年
で
交
代

し
て
い
く
こ
と
で
本
当
に
部
下

を
親
切
丁
寧
に
親
身
に
育
て
て

い
く
事
が
で
き
る
の
か
。

今
現
在
も
出
勤
で
き

な
い
当
事
者
の
こ
と
で

あ
り
詳
細
な
経
緯
は
、
差
し
控

え
る
。
３
月
末
に
事
案
発
生
後

４
月
上
旬
ま
で
、
行
政
部
局
が

複
数
回
の
面
談
の
結
果
、
職
員

と
し
て
留
ま
る
こ
と
に
な
り
、

教
育
委
員
会
か
ら
審
査
会
へ
諮

問
依
頼
を
行
い
、
５
月
上
旬
の

第
２
回
定
例
教
育
委
員
会
に
議

案
提
出
し
、
そ
の
結
果
を
本
人

に
通
知
し
た
。
ま
た
資
料
は
、

事
務
方
が
ル
ー
ル
に
則
っ
て
黒

塗
り
し
た
。

町
長
と
し
て
は
、
教
育
委
員

会
職
員
の
件
は
、
秘
密
会
の
場

で
な
ら
話
し
ま
す
。
課
長
に
つ

い
て
は
、
早
期
退
職
者
が
い
る

全
体
の
流
れ
の
中
、
適
材
適
所

で
や
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
Ⅰ
年

２
年
だ
と
い
う
判
断
で
は
や
っ

て
い
な
い
。
人
事
の
内
容
に
つ

い
て
は
、個
々
の
職
員
の
能
力
、

適
性
を
総
合
的
に
判
断
し
て
や

っ
て
い
る
。

議
会
軽
視
す
る
な

８
月
６
日
に
全
員
協
議

会
、
臨
時
議
会
が
開
催
さ

れ
、
フ
ェ
ス
パ
条
例
が
否
決
さ

寺
下　

滿
憲 

議
員

答

道
を
具
体
的
に
公
開
で
き
な
い

の
か
。

臨
時
議
会
で
報
告
し
た

と
お
り
、
支
出
全
般
の
赤

字
部
分
に
支
出
し
て
お
り
、
経

常
的
経
費
と
な
る
人
件
費
及
び

光
熱
水
道
費
等
の
維
持
管
理
費

等
に
充
当
し
て
い
る
。
税
理
士

の
チ
ェ
ッ
ク
も
全
部
入
っ
て
い

る
の
で
、
最
終
的
に
は
決
算
書

な
ど
で
全
て
提
示
し
た
と
お

り
。＊

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

質

質

答

答

教育委員会　第２回定例会会議録
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亀井　文男 議員

令和元年10月16日（水）　場所：徳島県　主催：四国地区町村議会議長会
参加者　議員：池本（光）、亀井、土居、濱田、平山、檜垣、藏谷、寺下、前田、大西、村上
　　　　監査委員：森本英隆　事務局：蓼原、東、久保

演題：政権の課題と「ポスト安倍」の行方
講師：政治ジャーナリスト　田崎　史郎 氏
　　日韓問題や憲法改正、社会保障問題など
　　日本を取り巻く様々な課題がある。
　　一般的には教育の無償化、年金支給開始
　　年齢の選択、介護費の本人負担増などの問題が考えられる。
　　「ポスト安倍」については、いくつかの会派から候補者が考えられている状況である。
演題：地方創生のリアル　～覚悟はあるのか～
講師：四国アイランドリーグplus理事長　坂口　裕昭 氏

夢がない所には人は集まらない
　人は失敗をしたくない気持ちが多いが、アイランドリーグの選手達は必ず挫折している。
　地方にアイランドリーグという再生工場を作ることにより、夢を与えることができる。
　これからの地方創生については、このような取り組みも大切となってくる。
事業改善の２つの方法
　１．止めること　　２．大幅な増資をして事業の拡大を図ること
流入者に支援を
　アイランドリーグでは14年間で約800人の選手のうち62名をＮＰＢに排出している。
　その他の選手は夢破れているが、県外からの流入者に対して地元は支援するべきであり、
　活用するべきである。外からの活力が地域課題の解消に繋がる。
地域が盛り上がるには
　あくまでも主体は地域の人が立ち上がって地元を盛り上げることが大切である。
　少ない人口で、誰が好きとか嫌いというだけで別々の団体で活動しているが、一つの団

　　体で活動すれば地域にとって、もっと良い活動ができるのではないか。
研修会に参加して

四国アイランドリーグ坂口先生の講演のなかで「夢の無い所には人は集まらない」とい
う言葉がありました。今の上島町は夢のある町か？夢を抱かせる町か？私たち議員は与え
ることは出来ませんが、夢のある政策を提案することはできます。また、地域を盛り上げ
るためには好きとか嫌いで物事を判断せず、町が一つになるような政策も提案していきま
す。今回の研修で勉強したことを活かして議員の使命でもある討論や一般質問について、
積極的に発言するよう努めて参ります。

研 修 報 告
第60回　四国地区町村議会議長会　研修会



こ
の
地
に
移
り
住
ん
で
三
年
、
実
際
に
炭
を
生
産
し
始
め
て
一
年

が
過
ぎ
ま
し
た
。
お
か
げ
様
で
事
業
は
順
調
で
、
ど
う
に
か
食
べ
て

い
け
る
レ
ベ
ル
に
は
達
し
て
い
ま
す
。
移
住
す
る
前
と
移
住
し
た
て

の
頃
、
当
時
の
産
業
振
興
課
の
担
当
の
方
に
﹃
そ
ん
な
仕
事
、
話
が

う
ま
す
ぎ
る
﹄
と
か
﹃
造
船
や
農
業
の
様
に
実
績
が
あ
っ
て
恒
久
的

な
仕
事
で
な
い
と
⋮
﹄
果
て
は
﹃
そ
の
事
業
、
こ
こ
で
し
な
い
と
駄

目
な
ん
で
す
か
？
﹄
等
と
迷
惑
そ
う
に
言
わ
れ
続
け
た
我
々
で
す

が
、
な
ん
と
か
形
に
な
る
ま
で
と
相
な
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
そ
ん
な
移
住
し
た
て
の
鼻
垂
れ
小
僧
の
事
業
主
か
ら
見
て

感
じ
る
事
で
す
が
、
地
域
の
﹃
実
力
者
﹄
の
方
々
の
力
の
大
き
さ
に

驚
い
て
お
り
ま
す
。
過
去
に
ど
の
様
な
実
績
を
お
持
ち
で
ど
の
様
な

地
位
に
い
ら
し
た
の
か
は
存
じ
上
げ
ま
せ
ん
が
、
彼
等
の
意
見
は
関

係
各
位
に
良
く
届
い
て
い
る
様
御
見
受
け
し
ま
す
。

彼
等
の
判
断
基
準
は
﹃
気
に
入
る
か
否
か
﹄
で
御
気
に
召
さ
な
い

場
合
は
攻
撃
対
象
に
な
り
各
窓
口
に
て
声
高
に
苦
情
を
言
わ
れ
、
対

応
の
方
々
が
右
往
左
往
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
も
は
や
老
害
の
域

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

そ
ん
な
老
害
に
翻
弄
さ
れ
る
関
係
各
位
を
観
る
に
つ
け
気
の
毒
さ

を
通
り
越
し
滑
稽
に
映
り
ま
す
。

こ
の
消
滅
危
機
地
域
を
活
性
化
さ
せ
る
に
は
若
い
力
が
必
要
不
可

欠
で
あ
り
、
そ
れ
を
削
ぎ
落
と
す
か
の
無
駄
な
労
力
を
浪
費
す
る
老

害
は
極
力
減
ら
す
べ
き
で
あ
り
﹃
実
力
者
﹄
の
方
々
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
し
っ
か
り
と
し
た
自
覚
を
持
た
れ
決
し
て
老
害
に
な
ら
ざ
ら

ん
事
を
切
に
願
い
ま
す
。

弓
削
佐
島
　
　
馬
木
　
徳
広

今
年
度
、
消
費
税
が
８
％
か
ら
、
10

％
に
増
税
さ
れ
た
が
、
税
率
の
引
き
上

げ
理
由
に
、
国
の
借
金
が
１
０
０
０
兆

あ
る
と
よ
く
聞
く
が
、借
金
も
あ
る
が
、

国
の
可
処
分
資
産
が
５
０
０
兆
あ
る
と

は
誰
も
言
わ
な
い
。

家
庭
で
例
え
た
ら
、
家
の
ロ
ー
ン
が

１
０
０
０
万
円
残
っ
て
い
る
が
、
貯
蓄

等
の
資
産
が
５
０
０
万
円
あ
る
位
に
な

る
。
物
事
に
は
何
事
も
表
裏
が
あ
る
。

情
報
に
は
、
本
物
も
偽
物
も
あ
る
。
是

非
と
も
、
財
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

み
て
ほ
し
い
。　
　

   

林　
　

康
彦

移
住
者
か
ら
見
た
上
島
町

【表紙の説明】10月６日㈰、生名八幡神社の400
年祭が盛大に執り行われた。創建の周年祭として
50年ごとに行われている。

あなたの声をお聞かせください

発
　
行

　
上
島
町
議
会

編
　
集

　
議
会
広
報
委
員
会

　
　
委
員
長
　
林
　
　
康
彦

　
　
副
委
員
長
　
村
上
要
二
郎

　
　
委
　
　
員
　
松
原
　
彌
一

　
　
委
　
　
員
　
池
本
　
光
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「議会だより」では、より良い上島町
にするために町民の皆様の声を募集して
おります。身近で起こった出来事、議会
について思っていること、ご希望・ご要
望など何でも結構です。

ぜひ、議会広報委員会宛にお送りくだ
さい。

〈応募要件〉
内容には制限はありません。紙面の都

合上500字程度にお願いします。
必ず原稿もしくは電子メールにてご応

募ください。
住所・氏名は明記してお願いします。

匿名はお受けできませんので、ご了承く
ださい。

〈送り先〉
〒794－2592
越智郡上島町弓削下弓削210番地
上島町議会事務局「議会広報委員会」宛
ＴＥＬ 0897－77－2500
ＦＡＸ 0897－77－4011
E-mail : gikai@town.kamijima.ehime.jp

編
集

後
記

訂正して
お詫びいたします。

町
民
の
声


